
社会福祉法人我孫子市社会福祉協議会役員等報酬及び費用弁償規定 

 

（目 的） 

第１条 この規定は、我孫子市社会福祉協議会の理事、監事、評議員の報酬及び旅

費の支給について定めるものである。 

（報 酬 等） 

第２条 理事、監事、評議員が会議に出席した時は、一回につき費用弁償を３，０

００円支給する。 

２ 前項の規定にかかわらず、会長職については、月８回以上の勤務とし、その責

務上報酬は月額１２０，０００円を支給する。 

３ 第１項の規定にかかわらず、常務理事職については、週３０時間以上の勤務と

し、その職責上報酬は月額３００，０００円を支給する。 

４ 常務理事の通勤手当は、職員の例による。 

５ 第１項に定める会議は、理事会、評議員会に限るものとする。 

６ 「福祉サービスの対する苦情に関する要綱」第９条に定める第三者委員の費用

弁償は、１回につき３，０００円支給する。 

７ 前項以外の会議及び委員会に出席した時の費用弁償は一回につき３，０００円

支給する。 

（旅 費） 

第３条 理事、監事、評議員が会長の命により会議等に出席した時の宿泊費は、一

泊につき１５，０００円とし、交通費は往復とも実費を支給するものとする。 

２ 前項において 公用車をしようした路線部分については、交通費は支給しない

ものとする。 

第４条 この規定に関し、なお必要な事項、ならびにこの規定に定めのない事項で

必要なことについては、会長が別に定めるところによる。 

 

附 則 

 この規程は、昭和５８年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、昭和６０年２月４日から施行する。 

附 則 

 この規程は、昭和６２年７月２５日から施行する。 

附 則 

 この規程は、昭和６２年１１月２４日から施行する。 

附 則 

 この規程は、昭和６３年１１月１１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成元年５月１日から施行する。 

附 則 



 この規程は、平成２年１１月２０日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成６年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成１２年１２月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成１５年５月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成１６年４月５日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成２０年３月２６日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程の第２条第１項及び第７項については、平成２９年１月１７日から施行

する。 

 この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

 


